
（別紙１）

関 連 法 令

第１ 消費税法

（定義）

２条１項 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。

１号～７号（略）

８号 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並

びに役務の提供（代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産

の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるもの

を含む。）をいう。

９号（略）

１０号 外国貨物 関税法２条１項３号（定義）に規定する外国貨物をいう。

（以下略）

（課税の対象）

４条１項 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には，この法律により，消費

税を課する。

（以下略）

（輸出免税等）

７条１項 事業者（９条１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事

業者を除く。）が国内において行う課税資産の譲渡等のうち，次に掲げるもの

に該当するものについては，消費税を免除する。

１号 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

２号 外国貨物の譲渡又は貸付け（前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当

するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和３０年

法律第３７号）８条１項２号（公売又は売却等の場合における内国消費税の



徴収）に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。）

３号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又

は通信

４号 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは

貸付け又は修理で政令で定めるもの

５号 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

２項 前項の規定は，その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に

該当するものであることにつき，財務省令で定めるところにより証明がされた

ものでない場合には，適用しない。

（課税標準）

２８条１項 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は，課税資産の譲渡等の対

価の額（対価として収受し，又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若し

くは権利その他経済的な利益の額とし，課税資産の譲渡等につき課されるべき

消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当

する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。）とする。

（以下略）

第２ 消費税法施行令

平成１７年政令第２４７号による改正前のも 現行法

の

(平成１３～１５，１７，１８年課税期間) (平成１８年課税期間)

（輸出取引等の範囲） （輸出取引等の範囲）

１７条１項（略） １７条１項（略）

２項 法７条１項５号に規定する政令で定 ２項 法７条１項５号に規定する政令で定

めるものは，次に掲げる資産の譲渡等とす めるものは，次に掲げる資産の譲渡等とす



る。 る。

１号～３号（略） １号～３号（略）

４号 外国貨物の荷役，運送，保管，検 ４号 外国貨物の荷役，運送，保管，検

数，鑑定その他これらに類する外国貨物に係 数，鑑定その他これらに類する外国貨物に係

る役務の提供（関税法２９条（保税地域の種 る役務の提供（関税法２９条（保税地域の種

類）に規定する指定保税地域，保税蔵置場， 類）に規定する指定保税地域，保税蔵置場，

保税展示場及び総合保税地域における輸出し 保税展示場及び総合保税地域（以下この号に

ようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物 おいて「指定保税地域等」という。）におけ

に係るこれらの役務の提供を含む。） る輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受

（以下略） けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み，

同法３０条１項５号（外国貨物を置く場所の

制限）に規定する特定輸出貨物に係るこれら

の役務の提供にあつては，指定保税地域等及

び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は

航空機への積込みの場所におけるものに限

る。）

（以下略）

第３ 消費税法施行規則

（輸出取引等の証明）

５条１項 法７条２項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたもの

は，同条１項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡

等に該当するものを行つた事業者が，当該課税資産の譲渡等につき，次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し，当該課税

資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から２月（略）を経過

した日から７年間，これを納税地又はその取引に係る事務所，事業所その他こ



れらに準ずるもの（略）の所在地に保存することにより証明がされたものとす

る。

（以下略）

第４ 国税通則法

（重加算税）

６８条１項 ６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（同条５項の規

定の適用がある場合を除く。）において，納税者がその国税の課税標準等又

は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装

し，その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた

ときは，当該納税者に対し，政令で定めるところにより，過少申告加算税の

額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠

ぺいし，又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがある

ときは，当該隠ぺいし，又は仮装されていない事実に基づく税額として政令

で定めるところにより計算した金額を控除した税額）に係る過少申告加算税

に代え，当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した

金額に相当する重加算税を課する。

（以下略）

第５ 航空法

平成１７年法律第８０号による改正前のもの 平成２０年法律第７５号による改正前のもの

(平成１３～１５，１７，１８年課税期間) (平成１８年課税期間)

（定義） （定義）

２条１６項 この法律において「航空運送 ２条１７項（同左）

事業」とは，他人の需要に応じ，航空機を使



用して有償で旅客又は貨物を運送する事業を

いう。

（許可） （許可）

１００条１項 航空運送事業を経営しよう １００条１項（同左）

とする者は，国土交通大臣の許可を受けなけ

ればならない。

第６ 貨物利用運送事業法

平成１４年法律第７７号によ 平成１７年法律第８０号によ 平成２０年法律第７５号によ

る改正前のもの る改正前のもの る改正前のもの

(平成１３～１５年課税期間) (平成１７，１８年課税期間) (平成１８年課税期間)

（目的） （目的） （目的）

１条 この法律は，貨物運 １条 この法律は，貨物利 １条（同左）

送取扱事業の運営を適正かつ 用運送事業の運営を適正かつ

合理的なものとすることによ 合理的なものとすることによ

り，貨物運送取扱事業の健全 り，貨物利用運送事業の健全

な発達を図るとともに，貨物 な発達を図るとともに，貨物

の流通の分野における利用者 の流通の分野における利用者

の需要の高度化及び多様化に の需要の高度化及び多様化に

対応した貨物の運送サービス 対応した貨物の運送サービス

の円滑な提供を確保し，もっ の円滑な提供を確保し，もっ

て利用者の利益の保護及びそ て利用者の利益の保護及びそ

の利便の増進に寄与すること の利便の増進に寄与すること

を目的とする。 を目的とする。

（定義） （定義） （定義）



２条１項 この法律におい ２条１項（同左） ２条１項（同左）

て「実運送」とは，船舶運航

事業者，航空運送事業者，鉄

道運送事業者又は貨物自動車

運送事業者（以下「実運送事

業者」という。）の行う貨物

の運送をいい，「利用運送」

とは，運送事業者の行う運送

（ 実 運 送 に 係 る も の に 限

る。）を利用してする貨物の

運送をいう。

２項 （略） ２項（略） ２項（略）

３項 この法律において ３項（同左） ３項 この法律において

「航空運送事業者」とは，航 「航空運送事業者」とは，航

空法（略）２条１６項の航空 空法（略）２条１７項の航空

運送事業を経営する者をい 運送事業を経営する者をい

う。 う。

４項，５項（略） ４項，５項（略） ４項，５項（略）

６項 この法律において ６項 この法律において ６項（同左）

「貨物運送取扱事業」とは， 「貨物利用運送事業」とは，

利用運送事業及び運送取次事 第一種貨物利用運送事業及び

業をいう。 第二種貨物利用運送事業をい

う。

７項 この法律において ７項 この法律において ７項（同左）

「利用運送事業」とは，第一 「第一種貨物利用運送事業」

種利用運送事業及び第二種利 とは，他人の需要に応じ，有



用運送事業をいう。 償で，利用運送を行う事業で

あって，第二種貨物利用運送

事業以外のものをいう。

８項 この法律において ８項 この法律において ８項（同左）

「第一種利用運送事業」と 「第二種貨物利用運送事業」

は，他人の需要に応じ，有償 とは，他人の需要に応じ，有

で，利用運送を行う事業であ 償で，船舶運航事業者，航空

って，第二種利用運送事業以 運送事業者又は鉄道運送事業

外のものをいう。 者の行う運送に係る利用運送

と当該利用運送に先行し及び

後続する当該利用運送に係る

貨物の集貨及び配達のために

する自動車（略）による運送

（略）とを一貫して行う事業

をいう。

９項 この法律において

「第二種利用運送事業」と

は，他人の需要に応じ，有償

で，航空運送事業者又は鉄道

運送事業者の行う運送に係る

利用運送と当該利用運送に先

行し及び後続する当該利用運

送に係る貨物の集貨及び配達

のためにする自動車（略）に

よる運送（略）とを一貫して

行う事業をいう。



（許可） （登録） （登録）

３条１項 利用運送事業を ３条１項 第一種貨物利用 ３条１項（同左）

経営しようとする者は，国土 運送事業を経営しようとする

交通大臣の許可を受けなけれ 者は，国土交通大臣の行う登

ばならない。 録を受けなければならない。

（許可） （許可）

２０条 第二種貨物利用運 ２０条（同左）

送事業を経営しようとする者

は，国土交通大臣の許可を受

けなければならない。

６０条 次の各号の一に該 ６０条 次の各号のいずれ ６０条（同左）

当する者は，１年以下の懲役 かに該当する者は，３年以下

若しくは１００万円以下の罰 の懲役若しくは３００万円以

金に処し，又はこれを併科す 下の罰金に処し，又はこれを

る。 併科する。

１号 ３条１項の規定に １号 ２０条の規定に違

違反して第二種利用運送事業 反して第二種貨物利用運送事

を経営した者 業を経営した者

２～４号（略） ２～４号（略）

６１条 次の各号の一に該 ６２条 次の各号のいずれ ６２条（同左）

当する者は，１００万円以下 かに該当する者は，１年以下

の罰金に処する。 の懲役若しくは１００万円以

１号 ３条１項の規定に 下の罰金に処し，又はこれを

違反して第一種利用運送事業 併科する。

を経営した者 １号 ３条１項の規定に

２～４号（略） 違反して第一種貨物利用運送



事業を経営した者

２～４号（略）

第７ 関税法

（定義）

２条１項 この法律又はこの法律に基づく命令において，次の各号に掲げる用語は，

当該各号に掲げる定義に従うものとする。

１号，２号（略）

３号 「外国貨物」とは，輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着し

た貨物（外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。）で輸入が許可

される前のものをいう。

（外国貨物を置く場所の制限）

３０条１項 外国貨物は，保税地域以外の場所に置くことができない。

（以下略）

（保税運送）

６３条１項 外国貨物（略）は，税関長に申告し，その承認を受けて，開港，税関

空港，保税地域，税関官署及び３０条１項２号（許可を受けて保税地域外に置く

外国貨物）の規定により税関長が指定した場所相互間に限り，外国貨物のまま運

送することができる。

（以下略）



（別紙２）

【図１】 ａ方式

公 定 運 賃

Ｄ

混載業者 大阪支店

運賃返戻 原 告 運賃返戻

【図２－１】 ｂ方式

Ｇ東京支店

Ｅ名古屋支店市場運賃 合意運賃

Ｂ福岡，新潟，広島支混載業者 原 告

店

Ｄ大阪支店

Ｃ東京支店



【図２－２】 ｂ方式の亜種

市場運賃 合意運賃

混載業者 原 告 貨物販売代理店

(Ｉ株式会社等)

【図３】 ｃ方式

市場運賃 合意運賃

Ｂ

名古屋支店

混載業者 原 告 東京支店

運賃返戻 新潟支店

【図４】 ｄ方式



市 場 運 賃

Ｆ

混載業者 東京支店

原 告 手数料



（別表１） 原告の法人税に関する処分の経緯

（単位：円）

区 分 日 付 所得金額 税 額 重加算税過少申告加算税

期 限 内 申 告 28,083,536 7,782,200 － －当初申告

H15.12.18 61,638,580 18,131,600 － －修正申告

H15.12.19 － － 278,000 2,646,00015 賦課決定

H15.12.19 60,187,980 17,656,600 － －年 更正処分

H15.12.19 － － 234,000 2,632,0003 変更決定

H16. 2.18 － － － 0月 異議申立

H16. 5.18 棄 却期 異議決定

H16. 6.17 － － － 0審査請求

H17. 9.28 棄 却裁 決



（別表２） 平成１３～１５年課税期間の消費税に関する処分の経緯

（単位：円）平成１３年課税期間

課税標準額に対 納付すべき 納付すべき 過少申告
課 税 標 準 額 控 除 税 額区 分 日 付

する消費税額 消費税額 地方消費税額 加算税の額

確定申告 0 0 1,181,479 1,181,479 294,037法定申告期限内 △ △

更正及び
H15.12.19 1,194,000 47,760 1,181,479 1,133,719 282,097 5,000△ △

賦課決定

異議申立 H16. 2.18 確定申告と同じ

異議決定 H16. 5.18 棄 却

審査請求 H16. 6.17 確定申告と同じ

裁 決 H17. 9.28 棄 却

（単位：円）平成１４年課税期間

課税標準額に対 納付すべき 納付すべき 過少申告
課 税 標 準 額 控 除 税 額区 分 日 付

する消費税額 消費税額 地方消費税額 加算税の額

確定申告 0 0 954,406 954,406 237,269法定申告期限内 △ △

更正及び
H15.12.19 30,077,000 1,203,080 954,406 248,600 63,500 200,000

賦課決定

異議申立 H16. 2.18 確定申告と同じ

異議決定 H16. 5.18 棄 却

審査請求 H16. 6.17 確定申告と同じ

裁 決 H17. 9.28 棄 却

（単位：円）平成１５年課税期間

課税標準額に対 納付すべき 納付すべき 過少申告
課 税 標 準 額 控 除 税 額区 分 日 付

する消費税額 消費税額 地方消費税額 加算税の額

確定申告 0 0 1,215,733 1,215,733 302,601法定申告期限内 △ △

更正及び
H15.12.19 29,013,000 1,160,520 1,215,733 55,213 12,471 192,500△ △

賦課決定

異議申立 H16. 2.18 確定申告と同じ

異議決定 H16. 5.18 棄 却

審査請求 H16. 6.17 確定申告と同じ

裁 決 H17. 9.28 棄 却

（注）「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は，還付金の額に相

当する税額を示す。



（別表３の１） 平成１７年課税期間の消費税に関する処分の経緯

（単位：円）

課税標準額に対 納付すべき 納付すべき 過少申告
課 税 標 準 額 控 除 税 額区 分 日 付

する消費税額 消費税額 地方消費税額 加算税の額

確定申告 190,000 7,600 578,023 570,423 142,605法定申告期限内 △ △

更正及び
H17. 8.30 50,768,000 2,030,720 578,023 1,452,600 363,100 353,000

賦課決定

異議申立 H17.10.21 確定申告と同じ

異議決定 H18. 1.13 棄 却

審査請求 H18. 2. 9 確定申告と同じ

裁 決 H19. 1.25 棄 却

（注）「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は，還付金の額に相

当する税額を示す。

（別表３の２） 平成１８年課税期間の消費税に関する処分の経緯

（単位：円）

課税標準額に対 納付すべき 納付すべき 過少申告
課 税 標 準 額 控 除 税 額区 分 日 付

する消費税額 消費税額 地方消費税額 加算税の額

確定申告 3,058,000 122,320 897,689 775,369 193,842法定申告期限内 △ △

更正及び
H18. 9. 4 56,576,000 2,263,040 897,689 1,365,300 341,300 375,500

賦課決定

異議申立 H18. 9. 8 確定申告と同じ

異議決定 H18.12. 5 棄 却

審査請求 H18.12.25 確定申告と同じ

裁 決 H19.12.20 棄 却

（注）「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は，還付金の額に相

当する税額を示す。
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